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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 19年 1月 19日 (2007.1.19)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
放 射 線 を 発 生 す る 放 射 線 発 生 源 と 、
前 記 放 射 線 の 照 射 範 囲 を 設 定 す る た め の 複 数 の リ ー フ を 備 え た 多 分 割 絞 り 装 置 と 、
前 記 各 リ ー フ を 超 音 波 振 動 に よ り 駆 動 す る 駆 動 装 置 と を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 放 射 線 治
療 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 駆 動 装 置 は 、
前 記 多 分 割 絞 り 装 置 の 各 リ ー フ の 端 面 に 圧 接 さ れ た 金 属 部 材 と 、
こ の 金 属 部 材 と 一 体 と な る よ う に 、 該 金 属 部 材 の 前 記 リ ー フ に 圧 接 さ れ た 面 と の 反 対 側 の
面 に 設 け ら れ た 圧 電 変 換 部 材 と 、
こ の 圧 電 変 換 部 材 に 電 気 信 号 を 供 給 す る 信 号 供 給 装 置 と を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項
１ 記 載 の 放 射 線 治 療 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 信 号 供 給 装 置 は 、
前 記 複 数 の リ ー フ の う ち 第 １ の リ ー フ 群 の リ ー フ 毎 に 設 け ら れ た 第 １ の 駆 動 回 路 と 、
前 記 複 数 の リ ー フ の う ち 第 ２ の リ ー フ 群 の 複 数 の リ ー フ 毎 に 設 け ら れ た 第 ２ の 駆 動 回 路 と
を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ 記 載 の 放 射 線 治 療 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
前 記 第 ２ の 駆 動 回 路 に 接 続 さ れ 、 前 記 駆 動 回 路 で 駆 動 さ れ る 前 記 第 ２ の リ ー フ 群 の リ ー フ
を 切 換 え る ス イ ッ チ ン グ 回 路 を さ ら に 設 け た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ 記 載 の 放 射 線 治 療
装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
前 記 第 １ の リ ー フ 群 は 、 ア イ ソ セ ン タ に 近 い 中 心 側 に あ り 、 前 記 第 ２ の リ ー フ 群 は 、 前 記
第 １ の リ ー フ 群 よ り も 前 記 ア イ ソ セ ン タ に 対 し て 外 側 に あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ４ 記
載 の 放 射 線 治 療 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】



前 記 圧 電 変 換 部 材 は 、 前 記 リ ー フ の 側 面 に 設 け ら れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ 記 載 の 放
射 線 治 療 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
前 記 圧 電 変 換 部 材 及 び 前 記 金 属 部 材 は 、 前 記 放 射 線 の 最 大 照 射 範 囲 よ り も ア イ ソ セ ン タ に
対 し て 遠 い 位 置 に 設 け ら れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ 記 載 の 放 射 線 治 療 装 置 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ６ 】
上 記 課 題 を 解 決 す る た め 、 請 求 項 １ に 記 載 の 発 明 は 、 放 射 線 を 発 生 す る 放 射 線 発 生 源 と 、
前 記 放 射 線 の 照 射 範 囲 を 設 定 す る た め の 複 数 の リ ー フ を 備 え た 多 分 割 絞 り 装 置 と 、 前 記 各
リ ー フ を 超 音 波 振 動 に よ り 駆 動 す る 駆 動 装 置 と を 備 え る こ と を 特 徴 と す る も の で あ る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
ま た 、 請 求 項 ２ に 記 載 の 発 明 は 、 請 求 項 １ 記 載 の 放 射 線 治 療 装 置 に お い て 、 前 記 駆 動 装 置
は 、 前 記 多 分 割 絞 り 装 置 の 各 リ ー フ の 端 面 に 圧 接 さ れ た 金 属 部 材 と 、 こ の 金 属 部 材 と 一 体
と な る よ う に 、 該 金 属 部 材 の 前 記 リ ー フ に 圧 接 さ れ た 面 と の 反 対 側 の 面 に 設 け ら れ た 圧 電
変 換 部 材 と 、 こ の 圧 電 変 換 部 材 に 電 気 信 号 を 供 給 す る 信 号 供 給 装 置 と を 備 え る こ と を 特 徴
と す る も の で あ る 。
ま た 、 請 求 項 ３ に 記 載 の 発 明 は 、 請 求 項 ２ 記 載 の 放 射 線 治 療 装 置 に お い て 、 前 記 信 号 供 給
装 置 は 、 前 記 複 数 の リ ー フ の う ち 第 １ の リ ー フ 群 の リ ー フ 毎 に 設 け ら れ た 第 １ の 駆 動 回 路
と 、 前 記 複 数 の リ ー フ の う ち 第 ２ の リ ー フ 群 の 複 数 の リ ー フ 毎 に 設 け ら れ た 第 ２ の 駆 動 回
路 と を 備 え る こ と を 特 徴 と す る も の で あ る 。
ま た 、 請 求 項 ４ に 記 載 の 発 明 は 、 請 求 項 ３ 記 載 の 放 射 線 治 療 装 置 に お い て 、 前 記 第 ２ の 駆
動 回 路 に 接 続 さ れ 、 前 記 駆 動 回 路 で 駆 動 さ れ る 前 記 第 ２ の リ ー フ 群 の リ ー フ を 切 換 え る ス
イ ッ チ ン グ 回 路 を さ ら に 設 け た こ と を 特 徴 と す る も の で あ る 。
ま た 、 請 求 項 ５ に 記 載 の 発 明 は 、 請 求 項 ４ 記 載 の 放 射 線 治 療 装 置 に お い て 、 前 記 第 １ の リ
ー フ 群 は 、 ア イ ソ セ ン タ に 近 い 中 心 側 に あ り 、 前 記 第 ２ の リ ー フ 群 は 、 前 記 第 １ の リ ー フ
群 よ り も 前 記 ア イ ソ セ ン タ に 対 し て 外 側 に あ る こ と を 特 徴 と す る も の で あ る 。
ま た 、 請 求 項 ６ に 記 載 の 発 明 は 、 請 求 項 ２ 記 載 の 放 射 線 治 療 装 置 に お い て 、 前 記 圧 電 変 換
部 材 は 、 前 記 リ ー フ の 側 面 に 設 け ら れ る こ と を 特 徴 と す る も の で あ る 。
ま た 、 請 求 項 ７ に 記 載 の 発 明 は 、 請 求 項 ２ 記 載 の 放 射 線 治 療 装 置 に お い て 、 前 記 圧 電 変 換
部 材 及 び 前 記 金 属 部 材 は 、 前 記 放 射 線 の 最 大 照 射 範 囲 よ り も ア イ ソ セ ン タ に 対 し て 遠 い 位
置 に 設 け ら れ る こ と を 特 徴 と す る も の で あ る 。
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